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地域漁業管理機関における脆弱海洋生態系の 

保全措置と国際的標準化に向けた課題 
 

小林 正典＊ 

 
 

 水産資源の乱獲を防き、海洋生態系保全しながら、持続可能な漁業を実現していくこ

とは重要な国際的政策目標と位置付けられている。脆弱海洋生態系（VME）は、FAO お

よび地域漁業管理機関が連携し、優先課題として保全に向けた取り組みが展開されてお

り、VME 特定に用いられている基準は、国家管轄権外区域の海洋生物多様性に関する国

際協定（BBNJ 新協定）案にも盛り込まれている。しかし、VME 保全の取組や地域漁業

管理機関の対応には地域差があり、地域性を加味しながら国際的標準化を図り、広域展

開を図ることが必要である。 
 
キーワード：脆弱海洋生態系、地域漁業管理機関、海洋生物多様性、国家管轄権外区域、

BBNJ 新協定 
 
 
 
1．序論 

 世界人口が増大し続ける中、その傾向は

南アジアやアフリカに顕著であるといった

地域的な特性が指摘されている。この潮流

に対応すべく、陸域の農業生産の増大が図

られているが、水産養殖に牽引されること

により、それ以上に水産物生産量が拡大し

つつある。また、水産養殖については、養

殖区域や給餌を環境に悪影響を与えること

なく確保し続けていくことに関しては今後

の養殖拡大の中でより一層の工夫が求めら

れる。これらの傾向を踏まえると、環境保

全と食料確保の両立は困難の度合いを強め

ている。 

 一方、国際的な海面漁業は近年横ばいと

は言え、太平洋においては漁獲量および増

加率ともにその他の海域を上回る。さらに、

2018 年には 10 年以上にわたる準備期間を

経て、「国家管轄権外区域の海洋生物多様性

の保全および持続可能な利用に関する国際

文書（BBNJ 新協定）」に関する交渉が開始

され、海洋生態系の保全に向けた国際的な

枠組み作りが進められている。海洋生物資

源の保全と持続可能な利用をどのように両

立させるのか。その鍵を握るものとして、

世界の各海域での漁業に関する情報共有や

漁業資源の保全と持続可能な利用に関する

取り組みを進める地域漁業管理機関が挙げ

（論文） 
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られる。地域漁業管理機関は、脆弱海洋生

態系（VME）保全という管理目標の下で、

深海底において海嶺、熱水噴出孔、冷水サ

ンゴなどの重要な海底生態系の保全と持続

可能な漁業の推進を掌っている。VME の概

念は、一般的には、海洋生物の個体群や生

息地が短期間あるいは恒常的な攪乱により、

その物理的あるいは機能的に脆弱な性質か

ら重大な変化を受け、回復が遅いあるいは

回復しない生態系を指すものと FAO の「公

海深海漁業管理のための国際ガイドライン」

の中で定義され、その特定基準を掲げてい

る1。具体的な VME 保護区の設置および保

護・管理措置は、各地域漁業管理機関が関

係国間で合意し、実施をしていることから、

VME 保護区の設置や保全管理措置の採択

やそれらの実施については、地域漁業管理

機関の間で幅があり、必ずしも一様ではな

い。VME の特定およびその保全管理措置が

全世界的に実施され、特定海域における取

組が後れを取ることのないよう、VME 保全

管理の取り組みの実効性向上に向けた工夫

が求められる2。 
 本稿では、地域漁業管理機関の成立過程

と役割、さらには、地域漁業管理機関が掌

る VME 保全管理の各地域における実施状

況を比較、分析し、制度的課題を見極め、

将来的課題を提示する。 
 

2．食料安全保障と海洋生態系保全 

 増大する世界人口にいかにして食料を供

給し続けるのかは、国際社会が取り組まな

ければならない重要な課題である。2019 年

9 月にニューヨークの国連総会で開催され

た持続可能な開発目標（SDGs）サミットで

各国首脳が採択した宣言においては、教育、

保健、飲料水、エネルギー、インフラと並

んで、食料安全保障および栄養が持続可能

な社会を実現するために保障されなければ

ならないとされている3。飢餓、食料安全保

障、栄養および持続可能な農業を規定する

目標 2（SDG2）では、SDG2.1 で 2030 年ま

でに飢餓を撲滅し、年間を通じて貧困民や

脆弱な状況にある人々を含む全ての人々が

安全で栄養価があり、十分な食事を得られ

るようにするとの目標を掲げるとともに、

SDG2.3 で女性、先住民、家族経営農民、遊

牧民や漁民などの小規模食料生産者の農業

生産性と収入を倍増させるとの目標を掲げ

ている4。こうした飢餓撲滅と食糧安全保障

に関する目標と並行して、 SDGs では

SDG15.1 で陸域・内陸淡水などの生態系の

保全、修復および持続可能な利用を 2020
年までに確保すること、並びに、SDG14.2
で海洋および沿岸生態系の持続可能な管理

と保護を 2020 年までに実現することを目

標としてそれぞれ掲げている5。 
 食料の安定供給には、生物資源の持続可

能な利用が必要となるが、生態系の保全と

の両立は容易でなく、陸域の耕地面積の拡

大と森林保全、淡水魚養殖と淡水の水質保

全など、二律背反的関係に直面しうる関係

にある。そのため、一方の目的実現を阻害

することなく、SDGs の総体的な実現が望

まれる6。栄養失調と肥満の双方を現代社会

が抱えるいわば相反する状況が現存し、飢

餓や栄養失調の要因を食料供給不足にだけ

帰結することはできない。また、紛争や食

料の流通や配分、経済格差や食育不足など

多様な要因を考察する必要がある。しかし

ながら、出生率の増加傾向が鈍化傾向にあ

るとはいえ、世界の人口は継続して増え続

けており、2019 年時点で 77 億人の世界人

口は 2030 年には 85 億人、30 年後の 2030
年には 20 億人増大し、97 億人に達すると

予測されている7。人口増加はインド、ナイ

ジェリア、パキスタンタン、コンゴ民主共

和国、エチオピア、タンザニア、インドネ

－ 40 －
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図 1：世界の漁業・養殖業生産量 

シア、エジプト、アメリカで顕著に見込ま

れており、2027 年にはインドの人口は中国

の人口を上回ると考えられている8。増大す

る世界人口の食料を、生態系を損なうこと

なく、いかにして供給しつづけていくのか

今後ますます重要な政策課題となる。

SDG2.3 の飢餓撲滅は、すなわち飢餓に瀕す

る人達をゼロにするという目標である。し

かし、国連農業食料機関（FAO）は飢餓の

減少傾向が続いていたものの、栄養不良人

口の割合が 2015 年の 10.6%を境に、2016
年には 10.7％、2017 年には 10.8％と増加に

転じていると警鐘を鳴らす9。特に、アフリ

カにおける飢餓の上昇傾向は注意が必要で、

栄養不良人口は 20％におよぶ。食料を継続

的に確保できない人口は 20 億人を超える

とも推定されており、SDG2.1 の飢餓ゼロ目

標の実現には課題が多い。 
 食料には陸域由来のものがある一方で、

魚類などの水生由来のものもある。世界の

人口が摂取する動物タンパク質の約 20%が

魚類から摂取されていると推定されている
10。水生動物由来のタンパク質としては、

海や沿岸の水産物と内陸の河川や湖などの

淡水魚、さらには養殖魚などがあるが、魚

類消費の増加率は陸上動物のものを大きく

上回っている。1961 年から 2016 年の間に

魚類消費は 3.2％上昇し、1.6%の人口増加

率、さらには、2.8％の陸上動物消費増加率

を上回っている。2016 年の世界の水産物生

産は漁獲が約 9 千万トン、養殖が 8 千万と

ンとなっているが、その内訳をみると、海

面漁業が最も多く、次いで、内水面養殖、

海面養殖、内水面漁業となっている（図 1）。
注目すべきは、2011-2016 年の 5 年の期間

において、海面の漁獲量は 2.7%減少してい

ることである。一方、同期間において、内

水面養殖および海面養殖の生産量、内水面

漁獲量はそれぞれ 33.16％、23.71%、8.41％
と増加している。 
 世界の水産物生産の変化をより長い時間

軸で見てみると、2016 年の水産物生産は養

－ 41 －
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図 2：海域別漁獲割合 
 

殖と漁獲双方を合わせて 1970 年比で 2.61
倍、1985 年比で 1.98 倍に増大している。

しかし、実際には漁獲量の伸びは 1970 年比

で 1.45 倍、1985 年比で 1.16 倍である。一

方、養殖は 1970 年比で 31.14 倍、1985 年

比で 9.98 倍となっており、水産物生産の増

大が養殖業の拡大によって支えられている

ことがわかる11。水産養殖業のうち約 30%
や給餌に頼らず飼育されているが、裏を返

せば 70%は給餌が必要で、養殖区域の確保

と並んで、養殖業のための餌をどのように

確保するのかが問われており、今後、生態

系に悪影響を及ぼさず、持続性を担保しな

がらどのように拡大しうるのかについて、

さらなる工夫が求められる12。 
 食料生産増大との観点から水産業を見た

場合には、海面漁業が果たしうる役割は限

定的とみることができるが、海域別漁獲量

を見た場合には、太平洋が重要な役割を果

たしていることがわかる。北西太平洋の

2016 年の漁獲量は 2,240 万トンと前年を上

回り増加しており、2005-2014 年の期間の

平均から 7.7％増加している。北東太平洋

の漁獲量も 2005-2014 年の平均を上回って

増加している14。海域別では、北太平洋お

よび中央太平洋の総和が 47%と最も高く、

インド洋が 15.3％となっており、北大西

洋・北極（13.7%）、中央大西洋・地中海・

黒海（9.8%）、南太平洋・南極（9.6%）、南

大西洋・南極（4.6%）となっている。漁獲

生産量の面では太平洋が世界的に見て重要

な役割を果たしていることがわかる。 
 海面漁業には、一本釣りから延縄、巻き

網、引き網、刺し網など様々な漁業があり、

漁業資源への影響は、資源量とそうした漁

業による漁獲努力量の相互関係で評価する

必要がある。一方、海底生態系への影響と

いう観点では底引き網漁が攪乱を招く可能

性を有すると考えられる。底引き網漁によ

る魚類や甲殻類を含めた世界の漁獲量は

1,900 万トン、海面漁獲量の約 1／4 を占め

ると見積もられている15。 
 底引き網漁は大きな袋状の漁網を引くこ

とで大量の魚類を短時間で捕獲できる効率

的な側面がある一方で、魚種に関わらず無

差別に漁獲することで漁業資源の枯渇を招

き、また、海底生態系を変容させる危険性

があると指摘されている16。沿岸域と異な

り、遠洋あるいは公海における底引き網漁

は歴史的に大規模な漁船により深海魚を漁

獲し、洋上で加工するという動く水産加工

場としての機能も担っていたことから、操

業経費が高くなるため、補助金が供与され

ていた17。公海で操業する底引き網漁船を

保有するのは、13 ヵ国とも指摘され、ニュ

ージーランド船籍の漁船を除いて、依然と

して補助金が供与されていると指摘されて

いる18。冷水性サンゴなど海底生物が底引

き網で漁網に入ることにより混獲されてい

るが、そうした底生生物のどの程度の割合

の種が再生し、その加入パターンはいかな

るものかも理解されておらず、持続可能な

生態系管理の観点からは深海底底引き網漁

を制限すべきとの見解がある19。大陸棚に

ある 24 の海域で底引き網漁漁船の動きを

－ 42 －
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分析した 2-6 年の期間におよぶ調査によれ

ば、23 の海域の 30％以上の区域で底引き網

漁が行われておらず、20 の海域では底引き

網漁が行われていない区域では 50%以上に

ものぼることがわかり、底引き網漁の影響

を受けておらず、かつ、底引き網漁に悪影

響を与えずに海洋保護区を設定することが

可能であると指摘されている20。 
 欧州委員会は海底生態系保全の観点から、

2016 年に EU 規制 2016/2336 により、EU 域

内の海域において水深 800 メートルより深

い深層帯における引き網漁を全面禁止にし、

VME が存在する区域では水深 400 メート

ルより深い深層帯における底引き網を禁止

している21。この EU 規制は EU 域内を対象

とするものであり、EU 域外については別

途規制を取りまとめることが求められた。

そのため、国連を中心とした底曳き漁業の

規制に関する作業が進められた。 
 

3．公海における底引き網漁業に関する

政策論議の展開 

 1990 年代の国連総会においては漁業問

題が活発に議論されていた。従って、底引

き網漁業規制に関する国連における動きを

全体的な流れの中で理解しておくことが肝

要と思われるので、以下でその経緯を概観

したい。まず、焦点が当てられたのは流し

網漁業である。これについては、1989 年 11
月に南太平洋委員会が流し網漁業に関する

地域会議をニュージーランドのウェリント

ンで開催した。同会議では、南太平洋にお

ける流し網を禁止する協定を採択し、南太

平洋における流し網漁業の即時禁止を求め

た。ニュージーランド政府は、オーストラ

リア、フィジー、パプアニューギニア、サ

モア、ソロモン諸島およびバヌアツを代表

して、国連事務総長にこの内容を通知する

書簡を送付した22。同年の国連総会で採択

された国連総会決議 44/225 では、多くの国

が 30 マイル（48km）にもおよぶ大規模な

遠洋流し網の利用の増加に苛まされ、無差

別で混獲率の高い漁業が海洋生物資源の効

果的な保全を危機にさらしているといった

問題を指摘し、大規模流し網漁業に関わる

漁業者・水産会社等の関係者が特に沿岸国

や地域機関等と協力することを求めるとと

もに、1991 年 6 月までに大規模流し網漁業

の影響に関する科学的データを検討し、

1992 年 6 月 30 日までに公海における全て

の大規模流し網を停止することを提案した

23。 1991 年に採択された国連総会決議

46/215 では、1991 年にミクロネシア連邦の

パリキールで開催された南太平洋フォーラ

ムで首脳が大規模遠洋流し網漁へ反対を述

べたことなどの理由を掲げ、①1992 年 6 月

30 日までに公海における大規模流し網漁

の漁獲能力、すなわち漁船の数を半減させ

る、②1992 年 12 月 31 日までに公海におけ

る全ての大規模遠洋流し網漁の世界的停止

を実現することなどを盛り込んだ決議を採

択している24。1992 年にブラジルのリオデ

ジャネイロで開催された国連環境開発会議

では行動計画であるアジェンダ 21 が採択

されたが、第 17 章第 53 項で国家は大規模

遠洋流し網漁に関する国連総会決議を全面

的に実施すると規定している25。これと並

行して、例えばアメリカでは 1990 年にマグ

ナソン・スティーブンス漁業保全管理法の

第 206 節を改正し、流し網漁の世界的禁止

を求めることを規定したほか、欧州連合が

クロマグロやカジキを対象とした流し網の

禁止を導入した。2008 年に北太平洋で 24
隻あった流し網漁船が 2009年には 1隻にな

った点を国際的な規制の成果と位置付ける

指摘がある26。 
 公海における漁業の国際的規制や管理に

向けた国際協力の必要性が認識されるよう
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になり、アジェンダ 21 の第 17 章第 49 項に

おいては、公海における漁業が国連海洋法

条約の規定に従い管理されることを確保す

るために、漁業資源の効果的な管理と保全

のための国際協定の締結に向けて交渉する

ことが規定された27。国連は 1992 年 12 月

に国連総会決議 47/719 にて、公海漁業に関

する政府間会合を 1993 年に開催すること

を決定した28。1993 年から 1995 年の 3 年の

間に 6 回の交渉会議が開催され、1995 年 8
月に「分布範囲が排他的経済水域の内外に

存在する魚類資源（ストラドリング魚類資

源）及び高度回遊性魚類資源の保存及び管

理に関する 1982 年 12 月 10 日の海洋法に関

する国際連合条約の規定の実施のための協

定」、いわゆる国連公海漁業協定が採択され

た。同協定は 2001 年に発効、日本は 2006
年に加入している29。同協定では、公海に

おける漁業資源の管理において、地域漁業

管理機関が中心的な役割を果たすことが明

確に示されたほか、情報が不十分であって

も入手可能な最良の科学的情報に基づいた

保全管理措置を予防的に実施する予防的ア

プローチや同じ生態系に属する生物種につ

いても考慮する生態系アプローチを基本的

な考え方とすることを規定している30。 
 国連海洋法条約第 118 条では、国家は公

海における生物資源の保全と管理において

協力し、そのための交渉を行い、適宜、小

地域、あるいは地域漁業機関（Regional 
Fisheries Organizations）の設立に向け協力す

ると規定している。ただし、ここにいう地

域漁業機関はこの後詳述する公海漁業協定

では、地域漁業管理機関（Regional fisheries 
management Organizations, RFMO）という表

現で規定に盛り込まれている。公海漁業協

定では、地域漁業管理機関の設立およびそ

の機能の重要な項目として政府間で漁業資

源の保全および管理措置を決定し実施する

こと規定していることから、FAO は多数あ

る漁業に関する地域漁業機関のうち、8 つの

機関をそうした保全・管理措置を実施する

地域漁業管理機関として位置付けている31。 
 加えて、国連公海漁業協定第 7 条では沿

岸国は公海漁業に関する情報を直接もしく

は地域漁業管理機関を通じて定期的に情報

共有を図ることを規定するほか、第 8 条で

は沿岸国および公海漁業国は直接もしくは

地域漁業管理機関を通して協力を進めるこ

と、第 9 条で地域漁業管理機関の設立にあ

たっては、①保全や管理措置を行う魚種、

②地域的な適用範囲、③既存漁業管理機関

との関係、④科学的助言を受ける制度につ

いて合意すると定めている。こうした公海

漁業の規定により、その後、地域漁業管理

機関が設立されるとともに、公海における

漁業において地域漁業管理機関の役割が強

く認識されるようになった。 
 こうした流れの中で、公海における底引

き網の議論が国連で行われるようになった。

2004 年の「海洋と海洋法に関する国連事務

総長報告書」では深海底漁業に関し、沿岸

漁業資源の枯渇により深海底漁業が活発に

なる中で、底引き網漁業により海嶺にある

VME が破壊されていることに鑑み、海洋保

護区の設定や海嶺付近における漁業の停止

を求める提案があることに言及した32。国

連ではこの報告書を踏まえた議論が行われ、

2004年 11月に国連総会決議 59/25が採択さ

れた。同決議の第 66 項では海嶺、熱水噴出

孔、冷水性サンゴを含む VME に悪影響を

及ぼす底引き網などの破壊的が漁業慣行の

暫定的な禁止措置を実施することや、第 67
項では地域漁業管理機関に対して海底漁業

の規制を行うことを求めた33。2006 年 12
月には、国連総会決議 61/105 が採択され、

第 83 項では海底漁業の規制のために地域

漁業管理機関に対し、①個々の海底漁業活
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図 3：地域漁業管理機関と対象海域 

動が VME に重大な悪影響を及ぼしている

かを評価する、②VME 保全を要する場所を

特定し、海底漁業活動がそうした生態系に

対し重大な悪影響をおよぼしているかを決

定する、③海嶺、熱水噴出孔、冷水性サン

ゴなどを含む VME が存在する場所におい

ては、海底漁業を禁止する、④地域漁業管

理機関のメンバー国が同国旗国漁船に対し、

VME に直面した場合には漁業活動を停止

することを求めることを規定している34。

また、第 90 項では国連国際農業機関（FAO）

に対し、VME に関する情報の世界的なデー

タベースを構築することを促した。2009 年

に採択された国連総会決議 64/72 では、第

119 項で地域漁業管理機関を通じて海底漁

業を規制するために、①VME への海底漁業

活動がもたらす重大な悪影響に関する評価

を行い、そうした評価がなされるまでは海

底漁業を漁船が行わないように確保する、

②VME に関する海洋科学調査を行う、③

VME に遭遇した際には海底漁業を停止す

る措置に関する規則を採択および実施する、

④海底漁業資源の長期的な持続可能性を保

障するために保全および管理措置を採択す

ると規定し、第 126 項で VME に関するデ

ータベース構築を含めた公海海底漁業活動

に関する FAO のプログラム提案を歓迎し

ている35。公海漁業協定によって設立が求

められ、機能が明確に規定された地域漁業

管理機関を通じて VME における海底漁業

活動が規制され、そうした情報を FAO が管

理していくという体制が構築された。 
 

4．地域漁業管理機関における VME の保

全・管理の取り組みと海底漁業規制 

 VMEについては国連総会決議61/105及び

64/72 に従い、地域漁業管理機関が VME の

特定、海底漁業が及ぼす実施的悪影響、VME
遭遇の場合の漁業活動停止規制の策定を進

めている。この決議を受けて、現在 8 つの

地域漁業管理機関が VME の保全と漁業規

制に取り組んでいる（図 3）。FAO の「公海

深海漁業管理のための国際ガイドライン」

では、VME 保全・管理についてのガイドラ
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表 1：地域漁業管理機関と VME 保全・管理区域の指定の概要 

 設立年 メンバー数 事務局所在地 
VME 保護区
域登録数

最新の VME 
通知年 備考 

Commission for the 
Conservation of 
Antarctic Marine Living 
Resources （CCAMLR）
／南極海洋生物資源保
存委員会 

1982 36 
オーストラリア・ 

タスマニア 
131 2019   

General Fisheries 
Commission for the 
Mediterranean （GFCM）
／地中海漁業一般委員
会 

1949 24 イタリア・ローマ 8 2018 

2016 年に
1,000m より
深い深層帯
を保護対象
に指定。 

Northwest Atlantic 
Fisheries Organization 
（NAFO）／北西大西洋
漁業機関 

1979 12 カナダ・ダートマウス 21 2019  

North East Atlantic 
Fisheries Commission 
（NEAFC）／北東太平洋
溯河性魚類委員会 

1980 5 イギリス・ロンドン 5 2018  

North Pacific Fisheries 
Commission （NPFC）／
北太平洋漁業委員会 

2015 8 東京 2 2009  

South East Atlantic 
Fisheries Organization 
（SEAFO）／南東大西洋
漁業機関 

2003 7 
ナミビア・ 

スワコブムンド 
11 2010 

50 万５千㎢
が海底漁業
禁止区域 

South Pacific Regional 
Fisheries Management 
Organization 
（SPRFMO）／南太平洋
地域漁業管理機関 

2012 15 
ニュージーランド・ 

ウェリントン 
3 2017  

Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement 
（SIOFA）／南インド洋漁
業協定 

2006 10 仏領レユニオン 5 2018  

FOA VME データベースおよび各組織等のホームページ情報より筆者作成。 

 

インを定めているが、このガイドラインで

は VME 選 定 基 準 と し て ① 特 異 性

（Uniqueness）または希少性（Rarity）、②生

息地の機能的重要性（Functional significance 
of the habitat）、③脆弱性（Fragility）、④回復

が困難な構成生物種の生活史の特性

（Life-history traits of component species that 
make recovery difficult）、⑤構造的複雑性

（Structural complexity）と規定している36。 
 8 つの地域漁業管理機関は、設立年数の

違いがあるが、南極の海洋生物資源の保存

に関する委員会（CCAMLR）の VME 保護

区域の登録数が 131 件に上っており、他の

地域漁業管理機関の VME 保護区域登録数

を大きく上回る（表 1、図 4）。その要因と

して、南極海の科学調査において VME に

遭遇した場合に、CCAMLR に通知すると定

められているという手続き的側面を指摘す

る見方がある38。また、北西大西洋漁業機

関（NAFO）では海洋生態系の空間構造や

構成について、特に連結性（connectivity）、
交流（exchange）、流動（flow）に着目して

取りまとめを行うことが提案されている39。

この連結性について、構造的、物理的に連
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結しているということではなく、機能的連

結性を指しており、親魚や配偶子、幼魚な

どが空間的に移動することで生物群や生息

域が連結している状態と理解されている40。

南太平洋地域漁業管理機関（SPRFMO）で

は、VME の生物指標にニュージーランドの

保護生物を含めるなどして、VME 保全・管

理区域の登録の枠組み作りが進められた41。

SPRFMO では統一的な指標は策定されてお

らず、これまでのところ主要漁業国である

オーストラリアとニュージーランドが各々

独自に自国旗国漁船に対し、VME 保全措置

を求めている。VME の特性や分布の特定の

手法については、生息環境適正モデル

（Habitat Suitability Model）の利用が提唱さ

れている42。 
 そして、北太平洋漁業委員会（NPFC）は、

光孝海山南東部、C-H（ヘルズレイ）海山

を VME 保全・管理区域に指定し、試験漁

業手続き規則（Exploratory Fishing Protocol）
で認められたものを除いて、その海域での

漁業を禁止している43。日本の研究機関が

実施したカメラによる海底調査においては

天皇海山付近ではサンゴはあまり見られな

かったが、光孝海山付近ではいくつかのサ

ンゴが観察できたと報告されている44。ま

た、天皇海山付近の深海底生植物相はハワ

イ諸島と類似するとの指摘がある45。一方

で、①光孝海山の一部を保全するのでは八

放サンゴが群生する VME にとっては保全

措置として十分でない、②サンプル採取数

がいくつかの地点で極端に少ない、③サン

ゴの密度が海山内、および海山間で大きく

隔たりがあるといった観点から、他に VME
に該当する海山は存在しないと結論するに

は時期尚早であり、一部の海山では底引き

網漁により過度に悪影響を受けていると思

われる場所があることに注意喚起を求める

指摘がある46。また、この他、NPFC 海域に

おいて、指標がサンゴに限定されている点

や韓国が VME に遭遇した際に遭遇の報告

を韓国政府が韓国漁船に義務付けていない

といった点が過去に指摘されたこともあっ

た47。現在は、NPFC のメンバー国は、1 回

の底引き網の引き上げに冷水性サンゴが

50kg 以上捕獲された場合には、漁業を停止

し、新たに VME に遭遇することないよう 2
海里（約 3.7km）以上の十分な距離を移動

し、さらにそうした遭遇を NPFC 事務局に

報告する義務が規定されている48。 
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南極の海洋生物資源の保存に関する委員会（CCAMLR） 北西大西洋漁業機関（NAFO） 

 

 

 

北東大西洋漁業委員会（NEAFC） 南東大西洋漁業機関（SEAFO） 

 

 

 

 
 

 

南インド洋漁業協定（SIOFA） 南太平洋地域漁業管理機関（SPRFMO） 

 
 

 

地中海漁業一般委員会（GFCM） 北太平洋漁業委員会（NPFC） 

図 4：各地域漁業管理機関の管轄範囲と VME 保全のための漁業禁止区域 
出典: FAO VME Database（2021 年 2 月 24 日参照）、註: 地図は描画目的で最新情報は各RFMO のホームページを参照のこと  
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5．VME 保全・管理の取り組みの国際的

標準化に向けた課題 

 地域漁業管理機関（RFMO）は公海を中心

とした漁業資源の保全と持続可能な利用に

関し、主要魚種の漁獲枠設定や漁船位置情

報モニタリングシステム（VMS）の統合的

管理、違法・無報告・無規制（IUU）漁業漁

船リストの作成と公表、公海上での自国漁

船以外への乗船検査など様々な取り組みが

行われている。こうした中で、後述の通り、

脆弱海洋生態系（VME）保全の取組は、そ

の対象域が漁業区域に比して現段階では極

めて限定的で、また、VME 保全・管理区域

において底引き網のみが規制の対象となっ

ているなど、漁業資源管理の観点からはそ

の実益は乏しい。しかしながら、VME の指

標となっている動植物が捕獲された場合に

は、漁業を停止し、一定の距離を移動した

上で漁業を再開することを義務付ける遭遇

プロトコル（Move-on Protocol）といった新

たなルール作りやその運用が近年進められ

てきている49。現在、交渉が進められている

国家管轄権外区域の海洋生物多様の保全と

持続可能な利用のための法的文書（BBNJ 新
協定）案においても、公海における海洋保

護区を含む区域別管理ツールの議論が進め

られており、VME はそうした区域別管理ツ

ール対象を選ぶ指標ともなりうることから

各 RFMO における VME 保全・管理区域の

運用が重視されている50。 
 VME の概念が導入され、保全に向けた取

り組みが実施されるようになって 10 年以

上が経過し、その実施を掌る地域漁業管理

機関も制度的に発展してきた。2018 年より

交渉が開始された BBNJ 新協定案では、例

えば、第 14 条で提案される海洋保護区を含

む区域型管理ツール（EBMT）が対象とす

る海域を特定していく際に、第 16 条で提案

する特定基準が VME や生物多様性条約の

下での生態学的もしくは生物学的に重要な

海域（EBSA）などの特定基準と共通する

部分があり、これまで同時並行的に作業が

進められてきていることから、今後、相互

連携の可能性がある。EBSA は、2008 年の

生物多様性条約第 8 回締約国会議で、保護

が必要な生態学的あるいは生物学的に重要

な海域を特定する基準が定められ、その後、

EBSA が指定されてきた経緯がある（CBD, 
2008）。なお、BBNJ 新協定案第 10 条（g）
では、EBSA および脆弱生態系における海

洋遺伝子資源の利用に関する事項や条件は

締約国会議で決定されると提案されている
51。また、管理を講じる区域を選定する基

準は同協定案の付属書 I に列記されており、

現段階では、21 の基準が列記され、そのう

ち 10 の基準には括弧が施され、関係国政府

間での見解の相違が指摘されている 52。

FAO が提示する VME の 6 つの基準のうち、

importance を significance と同義ととらえれ

ば、生物種生活史の重要性、生息地の重要

性、脆弱性（Fragility）は括弧なしで盛り込

まれており、特異性と希少性は括弧つきで

含まれている。唯一、複雑性（complexity）
が含まれていないが、これは今後の交渉の

中でその取り扱いを巡る各国の立場が明ら

かにされるものと思われる。海洋遺伝子資

源の利用に係る環境影響評価に関し、依然

として文言は交渉の中で流動的であるもの

の、生態学的もしくは生物学的に重要ある

いは脆弱な区域における遺伝子資源利用に

関する活動ついては環境影響評価が一定の

手続きの下で行われることが想定されてい

る。こうした一連の科学的、技術的課題を

議論する組織として、同協定案第 49 条にお

いて、科学的および技術的組織の設立の必

要性を示唆する文言が提案されている53。 
 一方、BBNJ 新協定案第 4 条で既存の協

定や組織を損なうものではないとして、特
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に公海深海底における海洋生物多様性や深

海底生態系の保全に関し、VME の取り組み

を進める地域的漁業管理機関が役割を担い

続けるものと理解される。こうした観点か

ら、VME の保全・管理の取り組みを掌る地

域漁業管理機関と取り組みや手順、体制整

備などを取り組みの実効性を高める視点か

ら地域の特性や諸条件を踏まえつつ、一定

の標準化を試みることは有用と考えられる。 
 まず、VME の特定に関する生物指標につ

いてはサンゴだけに限定するのではなく、

それ以外の底生生物をも含めて設定するこ

とが望ましいと考えられる。これについて、

NPFC や SEAFO は生物のみを指標としてい

るが、NAFO や NEAFC は一定の海底地形を

指標に含めている。そのため、これらの例

も参考に生物種以外の地勢的側面を指標と

して取り入れることも検討に値する。 
 VME の特定に関しては、地域漁業管理機

関が海底生態系への環境影響評価を漁船の

旗国が実施することを求めていることを鑑

み、所要の調査がより広範に実施可能となる

よう財政的支援や組織連携を推進すること

が望まれる54。この調査においては、旗国政

府が漁業関係研究機関に指示し、実施すると

いうことが排除されるわけではない。しかし、

海底生態系の保全を図るという観点から、客

観的な調査が行えるよう実施主体を幅広く

検討する意義は大きい。この他、公海という

特定国家の管轄に属さない海域での調査と

なることから、国際的なチームでの実施、ま

たその結果の国際的共有というのも検討さ

れて良いのではないかと考える。 
 例えば、底引き網漁業の海底生態系への

影響などについての評価作業の日本におけ

る取組は発展段階にあると考えられており、

海底生態系評価については VME 特定基準

を定める FAO の「公海深海漁業管理のため

の国際ガイドライン」や例えば欧州の生態

リスク評価などを参考に海底生態系の評価

や保全、管理手法を確立していく必要性が

指摘されている（清田, 2019）。また、日本

の水産庁が天皇海山や北ハワイ海嶺で

VME の特定に向けた調査報告書を 2008 年

に発表しているが、この報告については、

カメラ投下が一部では数回に限られている

などを理由にサンプル採取が極めて低いと

の指摘をし、この海山群のその他の区域に

は VME は存在しないと結論づけるには不

十分であるとの指摘を行っている（Rogers 
and Glanni, 2010）。特に公海における海洋調

査については、その手法の国際的な理解や

場合によっては実施にあたって、国際的な

チームで実施するなどもその後の調査結果

の解釈や信頼度を確保していく上では有用

と考えられる。海底生態系評価や VME 特

定に向けた先進的な手法を参考にしながら、

調査手法の標準化や実施体制の向上、国際

連携などを進めていくことが有用視できる。

後に詳述する北太平洋漁業委員会（NPFC）
と北太平洋海洋科学機構（PICES）とが連

携して VME の特定や保全、管理などを進

めていく動きなどは、こうした評価手法の

標準化や能力構築、国際連携の枠組みを提

供するものとして注目できる。 
 また、VME として特定しうる区域の保

全・管理は漁業活動の仮想的な費用対効果

分析を取り入れている例もあり、こうした

実利的な手法で保全と漁獲の費用対効果を

分析する意義も取り入れることは有効と考

えられる55。 
 VME の特定については、VME の分布を

予測する研究として生息地適正モデル

（Habitat Suitability Model）が利用されてい

る 。 生 息 場 適 正 指 数 モ デ ル （ Habitat 
Suitability Index Model）はアメリカや日本

でも漁場予測モデルの開発に用いられ、水

温や塩分濃度、潮の流速、海面高度などが
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その指標として用いられている56。VME に

ついては、海底地形の生息環境に関連する

指標が取り上げられており、リン、窒素、

溶存酸素、アラゴナイト飽和度、塩分濃度、

塩分濃度変化幅、水温、水温変化幅といっ

た物理化学的変数や、傾斜や深度といった

地形的変数、粒状有機炭素流動といった生

物学的変数があげられている57。物理科学

的変数を水化学変数として、海水密度やケ

イ酸塩を加えるものもある58。海底環境破

壊は不可逆的であり、底引き網規制による

海底生態系への悪影響の低減を図ることは

有用であるとの観点から、生息地適正モデ

ルの利用を広げ、VME の分布を特定し、そ

の特性を把握することが有用であると指摘

されている59。 
 VME の遭遇閾値や、海底希少生物種に遭

遇した際に漁業を停止し、一定の距離を移

動した上で漁業を再開することを義務付け

る遭遇プロトコル（Move-on Protocol）につ

いては、地域漁業管理機関の間での現存す

る差異がどの程度、実利的な意味を持ちう

るのかは検討が必要である。既に各地域漁

業管理機関が、VME 遭遇の報告を旗国政府

が漁船に義務付け、VME に遭遇した場合に

は旗国政府から地域漁業管理機関に VME
遭遇に関する報告を義務付けている。VME
遭遇プロトコルの履行確保を着実に実施し

ていくことが重要がある。併せて、報告実

績や報告内容の情報が共有されることも重

要であり、SPRFMO では、2009 年から 2012
年の間にニュージーランドが毎年 VME 遭

遇を SPRFMO に報告していること、チリお

よびニュージーランドが VME として保護

対象となりうる場所についての情報提供を

行っていることが報告されている 60。

SPREFMO は 2020 年 2 月に海底漁業管理の

ための保全管理措置改訂版を採択し、更な

る改訂が 2021 年 1-2 月に議論されている

（SPRFMO, 2020a; SPRFMO, 2021）。VME
遭遇の事例については、例えば 2019 年 2-8
月の間に VME 遭遇が SPRFMO に報告され

た事例はない61。その要因の一つとしては、

海底動物が豊富に存在したとしても、底引

き網にはそのごく一部しか引き上げられず、

遭遇プロトコルで規定する閾値を下回って

いるため、遭遇が報告されないとして、閾

値の引き上げの指摘が提案されていた62。

2020 年の CCM03 の改訂で、VME 遭遇閾値

のうち、イシサンゴが CCM-03-19 では

250kg であったものが、CCM-03-20 では

80kg に引き下げられているのは閾値引き

下げの一環と捉えることができる63。 
 VME の特定数に地域漁業管理機関の間

で大きな差がある点については、地域漁業

管理機関の設立年や活動の歴史の違い、お

よび地域特性など様々な要因が考えられる

が、最も新しい NPFC が、2020 年に VME
分類群特定ガイドを公表しており、NPFC
管轄公海において VME の指定が今後どの

ように展開されるのかが注目されている64。

また、海底を含む海洋生物多様性やウミド

リなどに関する国際的なデータベースが構

築、運用されてきており、こうした情報共

有が国際的に推進されることで、VME の特

定や保全・管理区域の設定・管理措置の実

施が国際的に更に展開されていくことが期

待されている65。一方で海洋生態系は地域

的な多様性、非対称性、可変性を有してお

り、海洋汚染や乱獲、気候変動などの影響

を受ける度合いも異なるなど、海洋・海底

生態系は地域に特化したモニタリングや評

価作業が必要であるとも指摘されている66。 
 FAO が地域漁業管理機関として取り扱

う 8 つの機関のうち、例えば、NPFC は最

も新しい組織で、2015 年に設立されている。

NPFC が対象とする海域は日本東岸からア

メリカ西海岸に至る北半球の大半を占める
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表 2：北太平洋漁業資源保全条約の締約国の概要 

締約国 署名 寄託 発効
日本 2012年7月30日 2013年7月16日 2015年7月19日
カナダ 2013年3月27日 2014年1月10日 2015年7月20日
ロシア --- 2014年7月8日 2015年7月21日
中国 2013年3月8日 2015年1月21日 2015年7月22日
韓国 2013年3月22日 2015年6月17日 2015年7月23日
アメリカ 2012年5月3日 2017年1月19日 2017年2月18日
バヌアツ --- 2017年5月12日 2017年6月11日
NPFC (n.d)  

広大な海域を対象としており、日本に加え、

中国、韓国、台湾、ロシア、カナダが NPFC
の設立条約である北太平洋漁業資源保全条

約の締約国となっている。この条約は、

2004-2006 年に国連総会が採択した公海に

おける資源管理に向けた地域間協力を求め

決議を受け、2006 年に交渉が開始され、6
年後の 2012 年に採択されている。日本、カ

ナダ、ロシア、中国の 4 ヵ国が先行して同

条約を批准し、条約発効が認められ、その

後、韓国、そして発効後にアメリカ、バヌ

アツが加入し、パナマが未締約国ではある

が、協力国として PNFC に参加している（表

2）。広大な北太平洋を囲む形で締約国が地

理的に拡散していることに加え、政治体制

も異なり、相互補完しうる関連する地域組

織が存在するわけでもないなど、NPFC は

こうした所与の条件のなかで活動を推進し

ていく必要がある。海域についても、その

広大さゆえに多様性が存在する。漁業が活

発な海域で、締約国の漁業形態は、日本や

ロシアの漁船が国内 EEZ を中心に操業し

ているのに対し、中国、韓国、台湾の漁船

は、北太平洋の公海を主たる漁場としてい

るといった特徴が指摘されている（Moon, 
2017）。NPFC は科学情報については下部組

織である科学委員会から提供を受ける。更

に、NPFC は 2020 年に北太平洋海洋科学機

構（PICES）と科学連係枠組みを策定し、（i）
主要魚種の資源評価、（ii）脆弱海洋生態系、

（iii）漁業の生態系アプローチなど分野で

の連携が目指されている67。PICES との連

携の方針が枠組み文書として 2020 年に策

定され、その中に VME が盛り込まれてい

る。調査計画についても事前にメンバー国

の間で報告し合い、連携を促す有用性が提

言されている68。今後、こうした議論や作

業が NPFC や連携団体の間でも進んでいく

ことが期待される。またそうした過程の中

で、政府だけではなく、研究機関や NGO
なども含めた非政府団体の参画も有用視さ

れており、NPFC についても同様に、非政

府団体との連携強化などを含め、科学に基

づく漁業資源管理やその延長での VME の

指定や管理などが進められていくことが望

ましいと考えられる69。 
 国連が 2021 年から 2030 年の期間を「持

続可能な開発のための海洋科学の 10 年」と

定め、国連教育科学文化機関（UNESCO）

が中心となり国際的なプログラムを展開し

ている。この取り組みは深海底の生態系評

価などは国際的な若手研究者の育成や社会
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的能力構築強化に向けた国際協力としても

意義があるものと考えられるが、最終的な

調整が現在進められている BBNJ 新協定の

成立を視野に、深海底生態系評価を海洋科

学教育や能力構築として取り上げていくこ

とも期待できる。 
 2010 年に生物多様性条約（CBD）の下で

設定された愛知目標１１では、2020 年末ま

でに海洋保護区を海域の 10 パーセントに

まで拡大することが目指されたものの、

2020 年末時点では保護率は 7.65 パーセン

トに留まったと報告されている70。2030 年

に向けた海洋保護区に関する国際的な目標

値の設定が今後、CBD 第 15 回締約国会議

で議論されることが予想されている。一部

には、2030 年までに海域 30 パーセントを

保護区化すべきとの提案もなされている71。

公海漁業を制限しても、禁漁された保護区

から染み出し /溢れ出し効果（Spill Over 
Effect）により総漁獲量は増加するとのシミ

ュレーション結果も示されている72。公海

漁業の燃料費やそれ以外の影響を漁獲量や

人間が消費するカロリー確保への寄与度な

どを総合的に考慮する必要性を指摘する見

方もある73。海洋生態系保全と持続可能な

漁業の両立を生態学的視点や経済合理性を

含めた社会経済的側面から俯瞰的に図る中

で、VME の保全・管理をどのように位置づ

けていくのかは今後の重要な政策課題とし

て考えられる。 
 

6．脆弱海洋生態系の保全と持続可能な

漁業の構築に向けて 

 地球の表面の 7 割を海洋が占め、そのう

ちの 64%が公海を占める。公海の自由原則

は、特に漁業に関しては過去数十年にわた

って大きな変遷を遂げ、国際的な規制や地

域協力の下で多国間枠組みを通じて管理し

ていく仕組みが構築され、運用されている。

このような国際的な潮流に対して、海洋国

家であり、また魚食文化の担い手である我

が国が海洋および海洋生物資源の保全と持

続可能な利用の推進に向け牽引的な役割を

果たしていくことが期待される。 
 一方で、国際連携や学際的アプローチな

どこれまでの一国独自路線や政治力に頼る

二国間交渉では解決でいない問題が顕在化

しており、多国間の枠組みの中で説明責任

を果たしながら公海での海洋資源の利用を

持続可能な形で行っていく必要がある。そ

のためには、例えば NPFC が後発的であっ

たとはいえ、NPFC という地域漁業管理機

関を通じて太平洋における持続可能な漁業

資源の確保と海洋生態系の保全に向け、我

が国が指導的役割を果たす必要がある。さ

らに、人口増大や食料需要の高まりが予測

されているインド洋においても漁獲圧の上

昇が予見され、持続可能な水産業、食糧安

全保障、海洋生態系保全の実現に向け、地

域漁業管理機関の機能強化を図らなければ

ならず、我が国による国際協力の推進が期

待される。そのためには、北太平洋やイン

ド洋などの地域漁業管理機関の政策実施体

制強化に向け、他の地域漁業管理機関や関

係者、専門家と連携を進め、取り組みの実

効性を高めることが急務である。 
 これらの取り組みを通じて、その他の地

域漁業管理機関の模範となるような優良事

例の創出に向け関係者が連携を進めていく

ことが今後の世界規模での VME 保護にお

いて有用であると考えられる。 
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Abstract 

 
 It has become an important international policy goal to achieve sustainable fisheries by preventing 
overfishing and conserving marine ecosystems. Vulnerable marine ecosystems (VMEs) are considered 
priority areas for conservation measures and the criteria used to identify VMEs are incorporated in the draft 
text of the proposed international agreement for marine biodiversity in the areas beyond national jurisdiction 
(a new BBNJ agreement). However, there are variations between VME conservation measures and the 
responses by the Regional Fisheries Management Organizations. It is vital to standardize and scale up the 
VME conservation measures while taking into account regional characteristics. 
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